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甲府市農業委員会１１月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成２９年１1月２８日（火曜日）午後２時００分から３時０５分  

 

２．会  場  甲府市南公民館  

 

３．出席委員（17名） 

  会長・西名武洋  

   委  員 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之  3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   6番 田中 由美   7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫   

 9番 菊島  建 10番 關野  登  11番  森 信二   13番 末木 瑞夫  

14番 土屋 正人  15番 萩原 爲仁  16番 小林 雅宗    17番 山本 一 

  

４．欠席委員（2名）  

会長職務代理者・柿嶋 敦 12番 花形 満寛 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長 青木 進 

農地係 係 長  田中 紀雄 

係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

  振興係 係 長 岡  正己 

            技 師 吉澤 雅貴 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条による競・公売適格証明願いについて 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号 平成２９年１２月告示分農用地利用集積計画について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 
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報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後２時００分 開会 

 

○事務局（田中係長） 

    それでは、ただ今から、平成２９年度１１月定例総会を始めます。 

本日の会議は、定数１９名中１７名が出席し過半数に達しておりますので、農業

委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、この会議が成立していること

をご報告いたします。 

総会に先だち、会長より「あいさつ」をいただきます。会長よろしくお願いいた

します。 

○議長（西名会長） 

１１月の定例総会に委員の皆様、ご苦労様でございます。 

《以下 挨拶 略》 

 

○事務局（田中係長） 

    ありがとうございました。 

それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長が議長を務め会議を進め

て参ります。 

会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

    ただ今から、甲府市農業委員会１１月定例総会を、農業委員会等に関する法律並

びに甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参ります。 

    それでは、本日の議事録署名委員ですが、７番の土屋三千雄委員、８番の長田孝

夫委員にお願いを致します。 

それでは、議案の審議に入ります。 

議案第１号農地法第３条による競・公売適格証明願についてを議題とします。事

務局から説明してください。 

○事務局（佐野係長） 

    今月は第３条の競･公売適格証明願が 2件ございます。競売や公売の物件で登記地

目が農地である場合、参加者は入札に先立って３条の許可の適格者であるという証

明を受ける必要があります。今回の願出人は競売地を農地のまま耕作したいという

方の３条の資格審査を求めるものです。 

議案書 1 ページの 1 番、地図は 1 ページの競･公売適格証明願 3 条№1･2の 3-1 を

ご覧ください。 

競売地の所在・地目・面積・願出人については、議案書記載のとおりです。 
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上曽根交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･南面･北面は農地、西

面は用悪水路及び農地となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

願出人は○○○在住で、○○と主に○○○に農地を持ち○○○○を行っているが、

○○○○を計画し、新たな農地購入を検討していたところ、競売地が立地条件に適

していることから、取得し○○○○○したいとのことです。 

願出人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、落札後は計画面積が○○○㎡となり、

○○○○する計画です。なお、願出人は経営面積や従事日数など、農地の取得要件

は全て満たしております。 

引き続き議案書の 2番、地図は同じく競･公売適格証明願 3条№1･2の 3-2 をご覧

ください。 

競売地の所在・地目・面積・立地条件・農地区分は変わらず、願出人については

議案書記載のとおりです。 

願出人は○○○○○○で○○○○○○を経営し、○○により○○○○○○○して

いるが、農地購入を検討していたところ競売地が立地条件に適していることから、

取得し○○○○○○したいとのことです。 

願出人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、落札後は計画面積が○○○㎡となり、

○○○○する計画です。なお、願出人は経営面積や従事日数など、農地の取得要件

は全て満たしております。 

以上でございます。 

○議長（西名会長）  

    事務局から説明が終りました。 

    ここで、地元委員に補足説明をお願いします。 

    １番と２番は中道地区ですので、土屋正人委員にお願いします。 

○中道地区委員（土屋正人） 

    事務局の説明のとおりで、付け加えることはありません。何ら問題はないと思い

ますので、よろしくご審議のほど、お願いします。 

○議長（西名会長） 

    それでは、質疑に入ります。ご質問のある方は、挙手をしてください。 

    ≪ 質問無し ≫ 

○議長（西名会長） 

    質問も無いようですので、採決に入ります。 

    それでは、ご賛成いただける方は、挙手をお願いいたします。 

        ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の方の賛成をいただきましたので、議案第１号は、証明書の交付をして参り

ます。 

    つづきまして、議案第２号農地法第３条の規程による許可申請ついてを議題とし
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ます。事務局から説明してください。 

○事務局（佐野係長） 

農地法第３条許可申請でありますが、農地を耕作するための売買や貸借する場合

には農地法第３条許可が必要となり、議案として審議していただきます。 

今月の第３条許可申請は有償移転が 3 件、無償移転が 1 件であり、譲受人は第 3

条の資格要件を全て充たしております。 

議案書 2ページの 1番をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

千塚公園から○○ｍほど○○に位置する農地です。 

譲受人は申請地を○○の代から○○○○○○を行ってきたが、この度正式に所有

権を取得し○○○○○○を図りたいとのことです。 

譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、

申請地は引続き○○○○を行う計画です。また、下限面積を若干下回っております

が、許容範囲であるものと判断しました。 

続きまして、議案書の 2番をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

    自治会館北交差点から○○ｍほど○○に位置する農地です。 

    譲受人は譲渡人の○○○○にあたり、譲渡人が○○となったことから、申請地を

生前贈与により一部所有権を取得し、譲受人の○○○○○○を図りたいとのことで

す。 

譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、

申請地は引続き○○○○を行う計画です。 

続きまして、議案書の 3番をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

    中道橋北交差点から○○ｍほど○○に位置する農地です。 

譲受人は、新山梨環状道路の用地買収に伴い代替地取得を希望とのことです。 

譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、

申請地には○○○○を行なう計画です。 

引き続き関連案件となり、議案書 3ページの 4番をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

中道橋北交差点から○○ｍほど○○に位置する農地です。 

譲受人は、新山梨環状道路の用地買収に伴い代替地取得を希望とのことです。 

譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、

申請地には○○○○を行なう計画です。 
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以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局から説明が終りました。地元委員から補足説明をいただきます。 

    １番の案件は千塚地区ですので、福島委員、お願いします。 

○千塚地区委員（福島委員） 

    譲受人はおもに○○○を作っておりまして、種類もたくさんあります。農地も区

画ごとに、種類を分けて作っております。今年は、○○○○○○に挑戦したという

ことで、熱心な方です。作った作物はどうするのですかと聞くと自家消費と友人・

親戚に配るということです。 

    この地区のＪＡ甲府市池田支所に直売所があるので、そこに出してはとアドバイ

スするといいものを作って出しますとのことでした。よろしくご審議のほどお願い

します。 

○議長（西名会長） 

    つぎに、２番の案件は玉諸地区ですので、玉諸地区の落合委員お願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

    この案件は、○○○○への生前贈与ということですので、問題はないかと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    ３番と４番は、山城地区の米山委員お願いします。 

○山城地区委員（米山委員） 

    事務局の説明のとおりで、新環状道路による代替地ですので、問題ないと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員より、補足説明が終りましたので、審議に入ります。 

    ご質問のある方は、お願いいたします。 

    ≪ 質問なし ≫ 

○議長（西名会長） 

    ご質問・意見もないようですので、採決に入ります。この案件に賛成の方は、挙

手してください。 

    ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の方の賛成をいただきました。議案第２号の案件につきましては、許可証の

交付をしてまいります。 

    つづきまして、議案第３号農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを

議題とします。 

    事務局より説明してください。 
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○事務局（佐野係長） 

今月の４条許可申請は 1件となっております。 

議案書 4ページの 1番、地図は 2ページの 4条№1をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。 

上曽根交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は用悪水路及び宅地、

農地、南面は道路、西面は宅地、北面は農地となっています。 

農地区分は、第 3種農地と判断しました。 

申請人は、○○○○○○にいたところ、近隣事業者からの需要があり、○○○○

に転用したいとのことです。 

    転用後は、○○○○○○○○○○○○○○○する予定です。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局からの説明が終りました。地元委員より補足説明をお願いします。 

    １番の案件は、中道地区ですので、土屋三千雄委員にお願いします。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

    ただ今の案件につきまして、説明いたします。 

    地主の方は、○○年前に○○○○、○○○○○○しておりましたが、最近は○○

○○○○○○○となりました。ここは、立地条件も良いので、前々から考えていた

ようですが、先ほど、事務局から説明があったように、○○○にしたいということ

です。よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員から説明いただきました。 

それでは、質疑に入ります。ご意見のある方はお願いします。 

    ≪ 意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

    意見もないようですので、採決に入ります。 

    この案件にご賛成いただける方は、挙手をお願いいたします。 

    ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

全員の挙手をいただきましたので、議案第３号の案件につきましては、1,000㎡以

上の案件ですので、許可相当ということで県農業会議に諮問してまいります。 

    つづきまして、議案第４号農地法第５条第１項の規程による許可申請についてを

議題とします。 

    事務局で説明してください。 

 

○事務局（佐野係長） 

今月の５条許可申請は、所有権移転が 2件、賃貸借が 1件、使用貸借が 4件、計 7

件となります。 
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議案書 5ページの 1番、地図は 3ページの 5条№1をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。 

    酒折駅から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･北面は雑種地、南面は道路、

西面は農地となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

譲受人は○○○を経営しており、主に○○○○○○○○○が不足していたところ、

申請地が立地条件及び利便性に適していることから、申請地を取得し○○○○に転

用したいとのことです。 

続きまして議案書の 2番、地図は 4ページの 5条№2をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・貸人・借人については議案書記載のとおりです。 

    向町二交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は公園、南面は道路、

西面･北面は農地となっています。 

農地区分は、第 1種農地で農用地区域内農地の不許可の例外と判断しました。 

    借人は、○○○○○○○○○を行っており、○○○○○○○○○○○○○○○す

るにあたり、○○○○○○が必要となったことから、申請地を○○○し一時転用し

たいとのことです。転用期間は許可日より 6か月間となります。 

    続きまして議案書 6ページの 3番、地図は 5ページの 5条№3をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・貸人・借人については議案書記載のとおりです。 

東部市民センター南交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面は農

地、南面は用悪水路及び農地、北面は宅地及び道路となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

借人は貸人の○○にあたり、貸人が○○○となったことから、借人は申請地を経

営移譲による 3条の使用貸借の許可を既に取得し○○○○○○計画であり、申請地

を使用貸借の一時転用により○○○○○○○○○○○○○○○○○○の計○○㎡の

転用となります。 

転用後は、○○○○○○○○○を設置し、一時転用期間は許可日から 3 年間とな

り、その後は耕作状況を判断し一時転用の再申請を審議してまいります。 

続きまして議案書の 4番、地図は 6ページの 5条№4をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・貸人・借人については議案書記載のとおりです。 

小瀬スポーツ公園前交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、

南面･北面は道路、西面は農地となっています。 

農地区分は、第 1種農地で農用地区域内農地の不許可の例外で、申請に係る土地

の周辺地域に居住する者の業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものと判

断しました。 

譲受人は○○○を経営しており、主に○○○○に伴い○○○○○○○が不足して

いたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、申請地を取得し

○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書の 5番、地図は 7ページの 5条№5をご覧ください。 
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申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。 

上曽根交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･北面は用悪水路、南面

は農地、西面は山林となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

賃借人は近隣で○○○を経営しているが、○○○○に伴い○○○○が不足し土地

選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、○○○

により○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書 7ページの 6番、地図は 8ページの 5条№6をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。 

上曽根交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南面･西面は道

路、北面は農地及び雑種地となっています。 

農地区分は、第 3種農地と判断しました。 

譲受人は隣接地にある○○○○○○であり、○○○○に伴い○○○○が不足し土

地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得

し○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書の 7番、地図は 9ページの 5条№7をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・貸人・借人については議案書記載のとおりです。 

円明寺から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面･北面は農地、南面は道

路となっています。 

農地区分は、第 1種農地で農用地区域内農地の不許可の例外で、申請に係る土地

周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判断しました。 

借人は貸人の○にあたり、現在の○○が手狭になったため、申請地を○○○○し

○○○○○○したいとのことです。 

転用後は、○○○○○○○○○する予定です。 

以上でございます。 

  ○議長（西名会長） 

    事務局から説明が終りました。 

    ここで、地区毎に地元委員から補足説明をお願いします。 

    １番の案件は里垣地区ですので、矢崎委員、お願いします。 

○里垣地区委員（矢崎委員） 

    この土地は北バイバスから一段低くて、入り口の道がない土地です。 

○○○で何も作ることができません。 

    南側に○○○○○○○がありまして、使い道のある土地ではないので、○○○○

にしたいとのことですが、入り口をつくれば、交通の便はよいので、良いと思いま

す。よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    つぎに、２番と３番の案件は、玉諸地区ですので、２番については落合委員、３

番については田中委員に補足説明をお願いします。 
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○玉諸地区委員（落合委員） 

    この案件につきましては、○○○○○○○○○を作るということですが、この土

地ではなく隣接地に作るとのことです。 

その○○ために、○○○○○○○して使うとのことです。 

    工事終了後は、また現状復帰するとのことですので、問題ないかと存じます。 

○議長（西名会長） 

    つづいて、田中委員、お願いします。 

○玉諸地区委員（田中委員） 

    ３番の内容について説明いたします。先ほど、ご説明いただいた、○○○○○○

についてというＡ4の資料の一番下の写真ところにありますように、○○○○○○○

○○○は、○○○○○○○○○○○がありますが、この案件につきましては、○○

○○○○となります。先月にも使用貸借の３条で、話がありましたが、この案件に

ついては、○○○○○○○○○○、木を育てた上で、収穫するという気の長い話に

なってまいります。業者にも確認しましたが、甲府市内にはありませんが他市には、

○○○○○○○○○を育て、収穫しているところがあったり○○を栽培していると

ころもあります。 

    写真を見せていただきましたが、もともと木があるところに、○○○○○○のも

のを設置していると思われますので、今回の方の案件では、実際に○○○から植え

て、収穫できるようになる頃は、○○○によって、どれだけ変わってくるのかは、

問題がないわけではないかと思います。実際に国でもこの○○○○○○○○○につ

いては、認めているということですので、年に 1 回を義務付けて、毎年毎年の生育

状況を確認していくので、そこを注意深く、慎重に見守っていく必要があると思い

ます。 

それを条件として認めていくのが妥当かと思います。ご審議のほど、よろしくお

願いします。 

○議長（西名会長） 

    新しい案件ですので、地元の委員は特に注意して観察していただきたいと思いま

す。また、こういう時代ですので、○○○の方がそういった案件を考えることもあ

ると思いますので、参考になるようにお願いいたします。 

    つぎに、４番の案件ですが、これは私の担当地区の案件です。事務局で説明した

通り、小瀬のスポーツ公園の道路を挟んで反対側ということで、ご本人の住まいが

地元ではありません。お田植えもしないので、心配していたところ、業者からこう

いったことでと説明を受けましたし、隣地の農業後継者からも話を聞いたところ、

この申請については、同意をしたということで、何ら問題無い状況です。 

    ご審議のほど、よろしくお願いします。 

    つぎに５番と６番、７番の案件は中道地区です。 

    ５番の案件は、土屋正人委員、６番の案件は土屋三千雄委員、７番は山本委員に

補足説明をお願いします。 
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○中道地区委員（土屋正人委員） 

    ５番の案件でございますが、譲渡人については、大変○○○で、ここのところは、

○○○ですが、○○○○○なため、○○○○にということです。 

    よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    つぎに土屋三千雄委員お願いします。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

    ６番の案件ですが、譲受人は北側にリニアが通るということで、敷地が狭くなる

し、隣の土地は○○○○に最適ではということで、前から交渉していた次第です。 

    よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    つぎに、山本委員、お願いします。 

○中道地区委員（山本委員） 

    事務局で説明したとおりです。 

    地図をご覧ください。申請地の西側が既に宅地になっておりまして、住宅が一軒

建っております。農地法上、何ら問題はないと思いますが、この家の○○が、是非

地元に戻りたいということです。我々の地区も核家族化が進んでいて、○○○○○

も外にでてしまうのですが、この○○が、○○○○ということで、地域こぞって歓

迎するという状況です。是非よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員から説明が終りました。 

    ここで質疑に入ります。ご質問のある方はお願いします。 

○關野委員 

    ５条の１番ですが、具体的に○○○はいないのですか。 

    また、○○○がいなくて、受付は可能なのですか。 

    それから、許可書が交付されれば登記されるのですが、所有権移転は許可書をも

って行なわれますよね。その点について、実務上どうなのか説明してください。 

○事務局（佐野係長） 

    この方が、○○○○○○になって、この○○○○○○に、選任を届けます。 

    具体的に、目的があってこれを為されているので、裁判所で主に弁護士の方が選

任を受けております。 

    裁判所の選任を受けて代理人として、本人に成り代わって○○○○○○をできる

ということです。 

    これは、法的にも取り扱うのに、何ら問題がないケースです。 

○田中委員 

    説明させていただきますと○○○○○○という名称になります。それは、○○○

がどなたも居られない場合に、○○○○○○○○○○○○してしまった場合も○○

○○○○ということがあります。○○○○○○○○○だけが残って、それを欲しい
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という人がいる場合には、○○○がだれもいないということになりますので、○○

○○○○○○○が裁判所に申し立てをして、登録している弁護士を名簿順に指名し

ていくことになります。 

    登録された弁護士が、これを○○という手続きになります。申し立てをするのに

お金がかかるので、ある程度の利益が出ないと躊躇される方が多いです。 

また、私も○○○○○○○をしていて、農地を○○○○○○○○○方に譲る手続

きをしています。 

○議長（西名会長） 

    關野委員よろしいでしょうか。 

○關野委員 

    おそらく○○○はいないと感じてはいましたが、確認ということです。 

○議長（西名会長） 

    我々も、こういった案件については、疎いわけでして、田中委員に具体的に説明

していただきまして、よろしかったと思います。 

    他にはいかがでしょうか。 

○長田委員 

    直接、審議には関係ないと思いますが、先ほどの資料に○○○○○○○○○○○

○という○○○○○○の説明がありましたが、この写真で○○○○○○の後側に大

型ハウスがあり、その上に○○○のように見えるものがありますが、これも○○○

○○○ですか。 

○事務局（佐野係長） 

    この裏の写真は対象のものでないのでわかりません。 

○長田委員 

    もし、これが○○○○○○で、大型ハウスの屋根につけて○○○をとることがで

きるでしょうか。 

○議長（西名会長） 

    事務局で説明します。 

○事務局（青木事務局長） 

    大型ハウス、特にガラスのハウスとか、畜舎に○○○○○○を設置することは、

許可不要で可能です。但し、基本的に○○ではできません。あくまでも、自分の経

営する農場の中の○○として利用するものであれば、許可不要で可能です。 

    ハウスとか畜舎の上に○○○を設置して、○○○○で行なう場合は、農地転用の

許可が必要です。 

    この写真が、ハウスに○○○○○○がのっているとすれば、ハウスの設備に使う

○○とすれば、許可不用で使えます。 

    ちなみに、中山間に行くとよくのり面に設置する場合もその農地でハウスをする

場合にその○○に使う場合は許可不要としています。 
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○長田委員 

    そうすると○○○○で行なう場合については、許可を取らずにできるということ

でしょうか。○○を使って栽培するとか、そういう使い方で、あれば許可をとらな

いでもよいということでしょうか。 

○事務局（青木事務局長） 

    そうです。営農のための○○○○です。家庭に使ってはいけません。 

○議長（西名会長） 

    新しい問題で、いろいろと疑問があってからこそ、お互いに理解しあえることだ

と思います。 

    他に質問はございますか。 

    ≪ 質問無し ≫ 

○議長（西名会長） 

    特別無いようですので、採決に入ります。それでは、この案件につきまして、ご

賛成の方は、挙手をお願いします。 

    ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の方の賛成をいただきましたので、決定します。 

    議案第４号の内、２番と４番と６番の案件につきましては、1,000㎡以上の案件で

すので、許可相当ということで、県農業会議に諮問して参ります。それ以外の案件

は、1,000㎡未満の案件ですので、許可証の交付をして参ります。 

    つぎに関連がございますので、報告第 1 号から第 3 号についての報告を受けたい

と思います。 

    事務局より、説明してください。 

 

○事務局（佐野係長） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 8ページをご覧ください。 

先月の総会案件のうち、４条及び５条の申請について山梨県農業会議へ諮問をし

た結果、いずれの案件も許可相当との答申を受けました。 

７ページからは平成 29年 10月 21日から 11月 20日までに受理しました相続等の

届出や市街化区域における各種の届出を掲載しております。 

なお、それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につきましては、議案書に記

載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決により交付済みとな

っております。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

報告について説明がありました。 

    報告事項でありますが、何かありましたら、ご質問いただきたいと思います。 

    ≪ 質問なし ≫ 
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○議長（西名会長） 

それでは、ご質問もないようですので、報告第１号から６号については、ご了承

願います。 

○議長（西名会長） 

つぎに、議案第５号 平成 29年 12月告示分農地利用集積計画についてを議題とし

ます。 

なお、審議に先立ちまして、利用権設定の 7 番の案件は森委員が関係する案件で

すので、農業委員会法第 31条の規定に基づく議事参与の制限により当該議案の審議

の折には、退席をお願いします。 

    また、審議終了の折には、再び着席をお願いします。 

それでは、議案第５号の内利用権設定の７番を除く案件について、事務局より説

明してください。 

○事務局（吉沢技師） 

今月は、新規設定 4件、再設定 52件、計 56件の申出がありました。 

議案書は、15ページからになります。こちらの表は、新規設定です。 

里垣・二川・中道北・中道南地区からの申出がありまして、合計面積は 10,390㎡

です。中段の表を見ますと、平成 29年度の目標面積 108,400㎡に対し、設定面積は

76,511㎡となり、達成率は 71％となります。 

続いて、16ページ。こちらの表は、再設定です。 

相川・里垣・甲運・玉諸・二川・山城・中道北・中道南地区からの申出がありま

して、合計面積は 21,862 ㎡です。中段の表を見ますと、平成 29 年度の目標面積

338,200㎡に対し、設定面積は 161,136㎡となり、達成率は 48％となります。 

それでは、ページは 17ページからになります。 

17 ページ 1 番から 18 ページ 4 番までは新規設定となっています。 

18 ページ 5 番から 28 ページ 28 番までは再設定となっています。 

28 ページ 29 番から 37 ページ 56 番までは再設定の更新となっています。 

今月につきましては、案件が 56件と多くなっておりますので、補足説明が必要と

なる、新規就農者・法人の案件を読み上げさせていただきます。 

その他につきましては、記載のとおりとなっています。 

また、19ページ 7番は委員案件となっていますので、後ほど審議をお願いします。 

それでは、17ページ 3番について説明します。 

申請地は、○○○・○○○の農地６筆であります。 

借り手については、平成○○年に○○○○としての体裁を整え、平成○○年 4月 1

日に○○○○○として○○しました。 

現在は農業研修生の受け入れも行っており、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○をはじめ、○○○○○○○○○○○○○や、○○○○○○

も行うなど精力的に事業を展開しております。また○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○も進めており、平成○○年○月に○○○○○○○○○○

○○○○を受けております。 
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経営農地は、○○○、○○○、○○○、○○○を拠点に○○ａを有し、主に○○

○○○○○○○○○○○しております。 

続いて、19ページ 6番新規就農者の案件となります。 

申請地は、○○○○の農地○筆であります。 

借り手については、年齢○○歳で以前は○○○○○○○○○を行っていました。 

農業に関しては、平成○○年から 1 年間○○○○○○○○を受け、今も○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○へ参加されています。 

農機具は、刈払い機と動力噴霧器を所有しており、足りない農機具については、

借りて補うとのことです。 

営農に関しましては、○○を中心に、○○○○で行うとのことです。 

居住地は、○○でありますが、15 分ほどで通える場所になるとのことなので、問

題は無いかと思われます。 

販路については、○○○○○○○○○○○○○○○しているとのことです。 

続いて、20 ページ 8 番と 21 ページ 12 番は借り手が同一の新規就農者となってい

ますので一括して説明します。 

申請地は○○○の農地○筆となっています。 

借り手については、年齢○○歳で、最近まで、○○○○○○のもとで○○○○○

○○○○○を学んでおりました。 

農機具は、管理機を所有しており、足りない部分については、農業センターの貸

出制度を活用していくとのことです。 

販路については、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○していくとのこと

です。 

全ての案件の借手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積 20a と農作業従事日

数年間 150 日を超えており、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用してお

ります。 

これらを踏まえ、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による買い手及び、借手

の要件を満たしております。 

 引き続き、38ページ、農用地利用集積計画の解約の報告です。 

1件の解約となります。 

１番、解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなっております。 

解約の届けが提出されましたので報告いたします。 

以上、7番を除く案件について説明を終わります。 

○議長（西名会長） 

    事務局から、説明が終りました。 

    大変件数が多く、新規就農者に関する案件が 3 件事務局から提案があったところ

です。 

    それでは、新規就農者の案件ですので、地元農業委員から説明をお願いします。 

    まず始めに、小林委員にお願いします。 
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○中道地区委員（小林委員） 

    ただ今、事務局から説明がありました案件につきましては、○○○○○○○○に

なりますが、○○○○○○○○○○○○にありますので、私から説明します。 

    ○○○○○○○○につきましては、先ほど事務局から説明があったとおりです。 

また、今回、新規で申請が出されていますが、既に耕作はされていて、土地所有

者の同意は得られたと聞いております。また耕作の状況については、地元の農地銀

行推進委員からは、よくやっているという言葉をいただいているので、問題ないか

と思います。 

○議長（西名会長） 

    つづきまして、利用権設定の６番の案件につきましては、里垣地区の案件ですの

で、矢崎委員、お願いします。 

○矢崎委員 

    この案件の新規就農者の方は、○○○○○○○で、営農するとのことです。○○

○○○○で○反、○○○○○○○○とかいろいろあると思いますが、もう少し考え

ましょうとかいつでも相談してくださいと声をかけています。 

    近くで見ているとやる気を出してがんばっているので、大丈夫だと思います。 

○議長（西名会長） 

    日常の営農状況について、補足説明をいただきました。 

    ８番と１２番の案件につきましては、甲運地区の案件ですので、森委員にお願い

します。 

○甲運地区委員（森委員） 

    ８番と１２番ですが、この○○○○という新規就農者の方の仲間が２名おり、こ

の３人共同で、農業をしています。○○○○が代表で、農業を行っていこうという

ことです。農業も非常に一生懸命にしております。この３人なら十分やっていける

と思います。以上です。 

○議長（西名会長） 

    地元委員より説明が終りましたので、質疑に入ります。 

    ご意見、ご質問のある方は、お願いします。 

     ≪ 質問意見無し ≫ 

○議長（西名会長） 

    無いようですので、採決に入ります。 

議案第５号の内、利用権設定の７番を除いた案件に賛成される方は挙手をお願い

します。 

     ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の賛成をいただきました。 

    議案第５号の内、利用権設定の 7 番を除いた案件につきましては、賛成多数です

ので、決定をしてまいります。 
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    なお、報告第４号につきましては、報告事項でありますので、ご了承願いたいと

思います。 

それでは、ここで森委員の退席をお願いします。 

     ≪ 森委員退席 ≫ 

  

○議長（西名会長） 

    つづきまして、議案第５号の内、利用権設定の７番の案件につきまして審議を行

います。 

    事務局で説明してください。 

○事務局（吉沢技師） 

19ページ 7番になります。 

借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載

のとおりとなっております。 

以上です。 

○議長（西名会長） 

    ７番の案件につきまして、事務局から説明が終りました。 

     ご質問・ご意見のある方は、挙手をしてご発言ください。 

     ≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

    よろしいですね。 

    それでは、議案第５号の内、利用権設定の７番の案件について、ご賛成をいただ

ける方は挙手をしてください。 

    ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の賛成をいただきました。 

    議案第５号の内、利用権設定の７番の案件については決定してまいります。 

    森委員の着席をお願いします。  

    ≪ 森委員着席 ≫ 

 

○議長（西名会長） 

    以上で、予定している案件は全て終了しました。 

議題以外のことで、何かありましたらお願いいたします。 

    他にいかがでしょうか。 

    ≪ 意見無し ≫ 

○議長（西名会長） 

よろしいでしょうか。 

    スピーディーに審議が終了しました。みなさんのご協力に感謝して、議長の席を

降ろさせていただきます。 
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午後３時０５分 閉会 

 

なお、総会終了後事務局から次の事項の事務連絡が行われた。 
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